
 厚生労働省では、「過労死等防止月間」である

11 月に、過労死等をなくすためのシンポジウム

やキャンペーンなどの取組を行います。この月

間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもの

で、過労死等を防止することの重要性について

国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、

毎年 11 月に実施しています。 

 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほ

か、「過重労働解消キャンペーン」として、以下の

概要にある取組を行います。 

 過労死等防止対策推進シンポジウム 宮城会場  

〇日  時 令和６年 11 月５日（火） 16 時～18 時（受付 15 時 30 分から） 

〇場  所 せんだいメディアテーク７階（仙台市青葉区春日町２－１） 

〇申込方法 事前申し込みになりますのでこちらの QR コードからご確認願います➡ 

〇内 容 等 ・基調講演 今野晴貴氏（NPO 法人 POSSE 代表） 

 「日本の職場における過重労働・ハラスメントの構造と課題」 

        ・遺族からの声 

過労死等防止への積極的な 

取組をお願いします。 

 

 

 

令和６年１月～９月労働災害発生状況 

 
大河原労働基準監督署管内 宮城労働局管内 

R5 R6（速報） 前年比 R5 R6（速報） 前年比 

製造業 計 21  29    8 281 (3) 298  17(-3) 

食 料 品 製 造 業 12  7  -5 141  129  -12 

機械金属製造業 7  13      6 74 (2) 88  14(-2) 

建設業 計 19  14  -5 205 (4) 187 -18(-4) 

土 木 工 事 業 8  7  -1 60  55  -5 

建 築 工 事 業 10  5  -5 110 (2) 97  -13(-2) 

そ の 他 の 建 設 1  2  1 35 (2) 35  ±0(-2) 

運輸交通業 計 4  10    6 246 (1) 234 (1) -12(±0) 

陸上貨物運送業 2  9    7 218 (2) 221 (1) 3(-1) 

商 業 20  17  -3 302 (2) 276  -26(-2) 

社会福祉施設 7  5  -2 161  152  -9 

全 産 業  106  106  ±0 1685 (14) 1583 (9) -102(-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。／※２ 機械金属製造

業は、鉄鋼業・金属製品・一般機械・電気機械・輸送用機械等製造業の合計。／※３ 陸上貨物運送業は道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計。 

令和６年 10 月 24 日発行 

労 基 署 便 り 大河原労働基準監督署 

令和６年度 No.７ 

（新型コロナウイルス感染症によるものを除く） 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です 
11 月 1 日~11 月 30 日 



 
 

発行：大河原労働基準監督署（TEL：0224-53-2154）柴田郡大河原町字新東 24-25 

労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等についてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。 

労働時間制度等のご相談については「労働時間相談・支援班」がご希望に応じて個別訪問で対応いたします。 

労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係は労災係まで。 

 ※詳細はこちらの QR コードからご確認願います ➡ 

労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます 

令和７年１月１日から労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます

（リーフレット①参照）。 

なお、労働者死傷病報告については、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として報告事

項が改正され、かつ、電子申請が原則義務化されます（リーフレット②参照）。 

電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス】をご

活用ください（リーフレット③参照）。 

電子申請の義務化の詳細及び各リーフレットはこちらの QR コードからご確認願います。➡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

リーフレット①                リーフレット②              リーフレット③ 

 

 

 

 「過重労働解消キャンペーン」の概要  

 １ 労使の主体的な取組を促します 

 ２ 労働局長によるベストプラクティス企業との 

意見交換を実施します 

 ３ 長時間労働が行われていると考えられる事 

業場等に対する重点監督を実施します 

 ４ 過重労働相談受付集中期間に「過重労働 

解消相談ダイヤル」等を実施します 

過重労働解消相談ダイヤル（無料） 

実施日時 令和６年 11 月２日（土）９時～17 時 

電話番号 ０１２０－７９４－７１３ 

 ５ キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発 

を実施します 

 ６ 過重労働解消のためのセミナーを開催します 

令和７年１月１日～ 


